
 

 

消費税増税に伴う価格改定と製品への価格表示について 

 

 

2014 年 4 月 1 日より消費税の税率が 8％に引き上げられることになり、日本シャクリーでも価格改

定を行い、併せて、今後は製品への価格表示を行わないことにいたしましたのでお知らせいたしま

す。詳細は以下の通りです。 

 

【価格改定について】 

今回の増税に際しては、消費税増税分のみの変更とし、現在の 5％に 3％分を加算して、新価格

は「8％消費税込み価格」とさせていただきます。 

新価格の算出は、現価格×
108

105
 とし、10円未満は四捨五入となります。 

これは参考小売価格、SN価格、BVのいずれも同様です。 

 

【製品への価格表示について】 

現在、製品ラベルには税込の参考小売価格として「￥○○（5％消費税込み）」という記載をしてお

りますが、消費税の増税は 2段階式で、2014年 4月 1日に 8％、2015年 10月 1日には 10％と

なることが予定されているため、今後、製品への価格表示は行いません。 

 

なお、4月以降もしばらくは「5％消費税込み」価格が表示された製品が出荷されますが、4月 1日

からはすべての製品を「8％消費税込み」の改定価格にて販売させていただきますので、ご理解を

賜りますようお願い申し上げます。 

4月からの新価格表（コード番号 9612／無料）は 2月よりセールスエイドとしてご用意しますので、

製品ご注文の際やサービスカウンターにてお取り寄せください。また同時に、シャクリーオフィシャル

サイトでもご確認いただけるようになりますのでご利用ください。 

 

 


